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令和３年１１月１１日 

高齢福祉部介護保険課 

 
 

高額介護サービス費等及び特定入所者介護サービス費等の見直しについて 

 

令和３年度の介護保険制度の見直しを受け、介護保険法施行令等の一部改正（令和

３年３月３１日公布、同年８月１日施行）が行われたことにより、高額介護サービス

費等及び特定入所者介護サービス費等の支給要件等に見直しがありましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

  

記 

 

１ 高額介護（介護予防）サービス費等について 

 

（１）制度概要 

  介護サービス等の１か月あたりの利用者負担額（保険給付対象額）の合計額

（同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合算額）が一定の上限額を超えた場

合、超えた額を高額介護（介護予防）サービス費等として支給する。 

 

（２）改正概要（詳細は別紙１のとおり） 

   高額介護（介護予防）サービス費等について、負担能力に応じた負担とする観

点から、医療保険の高額療養費制度に合わせ、現役並み所得者がいる世帯のうち

一定の所得以上の世帯について、新たな区分と利用者負担上限額が設定された。 

 

（３）区民周知 

令和３年２月２５日 

FAX情報便にて区内の介護事業者に周知 

区 HPにて、「令和３年度介護保険制度改正のお知らせ」を掲載 

高額介護（介護予防）サービス費等の区 HPを更新。制度改正の

内容を掲載 

令和３年５月１５日 
「区のお知らせ」にて、高額介護（介護予防）サービス費等を

含む介護保険制度改正について掲載 

令和３年７月１５日 
「区のお知らせ」にて、高額介護（介護予防）サービス費等の

制度改正について掲載 

令和３年７月２６日 FAX情報便にて区内の介護事業者に周知 

令和３年８月２０日 申請勧奨通知に同封するチラシに制度改正について掲載開始 

令和３年１０月２０日 
制度改正による影響がある利用者について、決定通知書に上限

額変更の案内を同封 

パンフレット・冊子 
よくわかる介護保険・せたがやシルバー情報・介護保険ガイド

ブック 
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２ 特定入所者介護（介護予防）サービス費について 

    

 （１）制度概要 

    低所得者の要介護者等が介護保険施設等を利用した場合に負担する食費・居

住費（滞在費）について、厚生労働大臣が定める基準費用額から利用者負担限

度額を控除した額を特定入所者介護（介護予防）サービス費として支給する。 

 

（２）改正概要（詳細は別紙１のとおり） 

   在宅で介護を受ける方との公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以

上の所得又は資産のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行

われた。 

   

（３）区民周知 

令和３年２月２５日 

FAX情報便にて区内の介護事業者に周知 

区 HPにて、「令和３年度介護保険制度改正のお知らせ」を

掲載 

特定入所者介護（介護予防）サービス費の区 HPを更新。制

度改正の内容を掲載 

令和３年５月１５日 
「区のお知らせ」にて、特定入所者介護（介護予防）サービ

ス費を含む介護保険制度改正について掲載 

令和３年５月２５日 FAX情報便にて区内の介護事業者に周知 

令和３年５月３１日 更新申請勧奨通知に制度改正内容を掲載 

令和３年６月１日 
「区のお知らせ」にて、特定入所者介護（介護予防）サービ

ス費の制度改正について掲載 

パンフレット・冊子 
よくわかる介護保険・せたがやシルバー情報・介護保険ガイ

ドブック 
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別紙１ 

１ 高額介護（介護予防）サービス費等の改正内容 

 

  【改正概要】 

 

 

 

 

 

【改正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現役並み所得者がいる世帯のうち一定の所得以上の世帯の利用者負担について

新たな区分と上限額が設定された（次表の下線が改正箇所）。 

対象者 利用者負担上限額（月額） 

現役並み所得者がいる世帯 

（課税所得 145万円（年収約 383 万円）～） 
44,400円（世帯） 

住民税課税世帯（現役並み所得者がいる世帯を除く） 44,400円（世帯） 

住民税非課税世帯 24,600円（世帯） 

 ①本人の合計所得金額（年金に係る雑所得を除く）と

課税年金収入額の合計が年間 80万円以下の方 

②老齢福祉年金受給者 

15,000円（個人） 

生活保護受給者 15,000円（個人） 

 

対象者 利用者負担上限額（月額） 

現
役
並
み
所
得

者
が
い
る
世
帯 

課税所得 690万円以上（年収約 1,160 万円） 140,100円（世帯） 

課税所得 380万円（年収約 770 万円）～ 

690万円（同約 1,160 万円）未満 
93,000円（世帯） 

課税所得 145万円（年収約 383 万円）～ 

380万円未満（同約 770 万円） 
44,400円（世帯） 

住民税課税世帯（現役並み所得者がいる世帯を除く） 44,400円（世帯） 

住民税非課税世帯 24,600円（世帯） 

 

①本人の合計所得金額（年金に係る雑所得を除く）

と課税年金収入額の合計が年間 80万円以下の方 

②老齢福祉年金受給者 

15,000円（個人） 

生活保護受給者 15,000円（個人） 
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２ 特定入所者介護（介護予防）サービス費の改正内容 

 ①認定要件 

【改正概要】 

 

 

 

  【改正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担段階 所得に関する要件 資産に関する要件 

第 1段階 生活保護受給者 なし 

第 2段階 

住民税世帯非課税で年金収入額と合計所得金額 

（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が年間

80万円以下 単身 1,000万円以下 

夫婦 2,000万円以下 

第 3段階 

住民税世帯非課税で年金収入額と合計所得金額 

（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が年間

80万円超 

 

利用者の所得又は資産に応じて認定要件（利用者負担段階）が細分化された（次

表の下線が改正箇所）。 

利用者負担段階 所得に関する要件 資産に関する要件 

第 1段階 生活保護受給者 なし 

第 2段階 

住民税世帯非課税で年金収入額と合計所得金額

（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が年間

80万円以下 

単身 650万円以下 

夫婦 1,650万円以下 

第 3段階① 

住民税世帯非課税で年金収入額と合計所得金額 

（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が年間

80万円超 120万円以下 

単身 550万円以下 

夫婦 1,550万円以下 

第 3段階② 

住民税世帯非課税で年金収入額と合計所得金額 

（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が年間

120 万円超 

単身 500万円以下 

夫婦 1,500万円以下 

＊第２号被保険者の資産に関する要件は、1,000万円以下（夫婦 2,000万円以下） 
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②給付内容 

 【改正概要】 

 

 

 

 【改正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日あたりの食費について、入院・入所とショートステイに区分され、新たな利

用者負担段階に応じた負担額が設定された（次表の下線が改正箇所）。 

  利用者負担 

段階区分 

1日あたりの居住費（滞在費） 1日あたりの食費 

ユニット型

個室 

ユニット型 

個室的多床室 
従来型個室 多床室 

入所・入院・ショー

トステイ 

第 1段階 820円 490円 
490円 

（320円） 
0円 300円 

第 2段階 820円 490円 
490円 

（420円） 
370円 390円 

第 3段階 1,310円 1,310円 
1,310円

（820円） 
370円 650円 

基準費用額 2,006円 1,668円 
1,668円 

（1,171円） 

377円 

（855円） 
1,392円 

 

利用者負担

段階区分 

1日あたりの居住費（滞在費） 1日あたりの食費 

ユニット型

個室 

ユニット型 

個室的多床室 
従来型個室 多床室 

入所・

入院 

ショート

ステイ 

第 1段階 820円 490円 
490円 

（320円） 
0円 300円 300円 

第 2段階 820円 490円 
490円 

（420円） 
370円 390円 600円 

第 3段階① 1,310円 1,310円 
1,310円

（820円） 
370円 650円 1,000円 

第 3段階② 1,310円 1,310円 
1,310円

（820円） 
370円 1,360円 1,300円 

基準費用額 2,006円 1,668円 
1,668円 

（1,171円） 

377円 

（855円） 
1,445円 1,445円 

＊（ ）内は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

（ ）外は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護 



 

別紙２ 


